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規

則

建
設
業
法
施
行
細
則
の
一
部
改
正
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

公
安
委
員
会
規
則

大
分
県
公
安
委
員
会
文
書
管
理
規
則
の
一
部
改
正
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

交
番
等
の
設
置
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

大
分
県
道
路
交
通
法
施
行
細
則
の
一
部
改
正
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二

病
院
局
管
理
規
程

大
分
県
病
院
局
組
織
規
程
の
一
部
改
正
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二

告

示

公
衆
浴
場
入
浴
料
金
の
指
定
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二

指
定
予
定
保
安
林
（
三
件
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三

知
事
管
理
漁
獲
可
能
量
の
設
定
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
四

道
路
区
域
の
変
更
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
四

公

告

落
札
者
等
の
公
示
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
五

建
設
業
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
四
年
十
二
月
二
十
七
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

大
分
県
規
則
第
五
十
四
号

建
設
業
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

建
設
業
法
施
行
細
則
（
昭
和
四
十
七
年
大
分
県
規
則
第
五
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。

た
だ
し
、
知
事
が
別
に
定
め
る
方
法
に
よ
り
こ
れ
ら
の
書
類
を
知
事
に
提
出
す
る
場
合
は
、
こ
の
限
り

で
な
い
。

第
三
条
第
二
項
中
「
に
規
定
す
る
国
民
の
休
日
並
び
に
一
月
二
日
、
一
月
三
日
及
び
十
二
月
二
十
九
日
か

ら
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
の
日
」
を
「
第
三
条
に
規
定
す
る
休
日
（
以
下
「
祝
日
法
に
よ
る
休
日
」
と
い

う
。
）
及
び
十
二
月
二
十
九
日
か
ら
翌
年
の
一
月
三
日
ま
で
（
日
曜
日
、
土
曜
日
及
び
祝
日
法
に
よ
る
休
日

を
除
く
。
）
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
五
年
一
月
十
日
か
ら
施
行
す
る
。

大
分
県
公
安
委
員
会
文
書
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
４
年
１２月

２７日

大
分
県
公
安
委
員
会
委
員
長

岩
本

光
生

大
分
県
公
安
委
員
会
規
則
第
１０号

大
分
県
公
安
委
員
会
文
書
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

大
分
県
公
安
委
員
会
文
書
管
理
規
則
（
平
成
１４年

大
分
県
公
安
委
員
会
規
則
第
１
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
３
条
第
３
号
中
「
第
７９条

」
を
「
第
７９条

第
１
項
及
び
第
３
項
」
に
改
め
る
。

附
則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

交
番
等
の
設
置
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
４
年
１２月

２７日

大
分
県
公
安
委
員
会
委
員
長

岩
本

光
生

大
分
県
公
安
委
員
会
規
則
第
１１号

交
番
等
の
設
置
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

交
番
等
の
設
置
に
関
す
る
規
則
（
平
成
６
年
大
分
県
公
安
委
員
会
規
則
第
２
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

別
表
第
１
の
大
分
東
警
察
署
の
部
の
横
尾
交
番
の
項
中
「
京
が
丘
南
３
丁
目
」
の
次
に
「
、
京
が
丘
南
４

丁
目
」
を
加
え
、
同
表
の
大
分
南
警
察
署
の
部
の
挾
間
交
番
の
項
中
「
国
分
新
町
」
の
次
に
「
、
国
分
台
」

令

和

四

年

第
三
七
一
号

十
二
月
二
十
七
日

( 火 曜 日 )

目

次

毎
週

火
曜
日
・
金
曜
日
（
祝
祭
日
に
当
た
る
と
き
は
翌
日
発
行
）

発
行
人

大

分

県

編
集

㈱
明
文
堂
印
刷

（
定
価

一
箇
年

三
万
八
千
八
百
八
十
円
）

大
分
県
報
（
規
則
・
公
安
委
規
則
）

令
和
四
年
十
二
月
二
十
七
日

一
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○
病
院
局
管
理
規
程

○
告

示

大
人
（
十
二
歳
以
上
の
者
）

中
人
（
六
歳
以
上
十
二
歳
未
満
の
者
）

小
人
（
六
歳
未
満
の
者
）

四
百
三
十
円

百
六
十
円

八
十
円

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

を
加
え
、
同
部
の
吉
野
警
察
官
駐
在
所
の
項
中
「
の
う
ち
」
の
次
に
「
梅
が
丘
１
丁
目
、
梅
が
丘
２
丁
目
、

梅
が
丘
３
丁
目
、
」
を
加
え
る
。

附
則

こ
の
規
則
は
、
令
和
５
年
１
月
７
日
か
ら
施
行
す
る
。

大
分
県
道
路
交
通
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
４
年
１２月

２７日

大
分
県
公
安
委
員
会
委
員
長

岩
本

光
生

大
分
県
公
安
委
員
会
規
則
第
１２号

大
分
県
道
路
交
通
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

大
分
県
道
路
交
通
法
施
行
細
則
（
昭
和
５１年

大
分
県
公
安
委
員
会
規
則
第
２
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

第
３
条
第
３
項
第
１
号
ア
を
削
り
、
同
号
イ
中
「
自
動
車
検
査
証
」
の
次
に
「
又
は
自
動
車
検
査
証
記
録

事
項
が
記
載
さ
れ
た
書
面
」
を
加
え
、
同
号
イ
を
同
号
ア
と
し
、
同
号
ウ
を
同
号
イ
と
す
る
。

第
８
条
第
４
項
第
１
号
を
削
り
、
同
項
第
２
号
中
「
自
動
車
検
査
証
」
の
次
に
「
又
は
自
動
車
検
査
証
記

録
事
項
が
記
載
さ
れ
た
書
面
」
を
加
え
、
同
号
を
同
項
第
１
号
と
し
、
同
項
第
３
号
を
同
項
第
２
号
と
す

る
。第
９
条
第
１
項
及
び
第
９
条
の
２
第
１
項
中
「
又
は
こ
れ
」
を
「
、
自
動
車
検
査
証
記
録
事
項
が
記
載
さ

れ
た
書
面
又
は
こ
れ
ら
」
に
改
め
る
。

第
１５条

第
２
項
第
１
号
中
「
免
許
証
」
を
「
運
転
免
許
証
（
以
下
「
免
許
証
」
と
い
う
。
）
」
に
改
め

る
。第
９
号
様
式
及
び
第
９
号
様
式
の
２
の
備
考
２
中
「
又
は
こ
れ
」
を
「
、
自
動
車
検
査
証
記
録
事
項
が
記

載
さ
れ
た
書
面
又
は
こ
れ
ら
」
に
改
め
る
。

附
則

こ
の
規
則
は
、
令
和
５
年
１
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。

大
分
県
病
院
局
組
織
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令
和
四
年
十
二
月
二
十
七
日

大
分
県
病
院
局
長

井

上

敏

郎

大
分
県
病
院
局
管
理
規
程
第
十
一
号

大
分
県
病
院
局
組
織
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

大
分
県
病
院
局
組
織
規
程
（
平
成
十
八
年
大
分
県
病
院
局
管
理
規
程
第
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

第
五
条
第
一
項
第
三
号
中
「
消
化
器
内
科
部
」
を
「
消
化
管
内
科
部
」
に
改
め
、
同
項
中
第
四
十
九
号
を

第
五
十
号
と
し
、
第
十
号
か
ら
第
四
十
八
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
同
項
第
九
号
中
「
神
経
内
科

部
」
を
「
脳
神
経
内
科
部
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
十
号
と
し
、
同
項
中
第
八
号
を
第
九
号
と
し
、
第
四

号
か
ら
第
七
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
三
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

す
い

四

肝
胆
膵
内
科
部

第
五
条
第
二
項
中
第
十
号
を
第
十
一
号
と
し
、
第
六
号
か
ら
第
九
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
五

号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

六

呼
吸
器
外
科
部

附

則

こ
の
規
程
は
、
令
和
五
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

大
分
県
告
示
第
五
百
十
三
号

公
衆
浴
場
入
浴
料
金
の
統
制
額
の
指
定
等
に
関
す
る
省
令
（
昭
和
三
十
二
年
厚
生
省
令
第
三
十
八
号
）
第

二
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
衆
浴
場
入
浴
料
金
の
価
格
を
定
め
る
。

令
和
四
年
十
二
月
二
十
七
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

公
衆
浴
場
入
浴
料
金
の
価
格

注

こ
の
告
示
は
、
大
分
県
公
衆
浴
場
法
施
行
条
例
（
昭
和
四
十
七
年
大
分
県
条
例
第
十
六
号
）
第
二
条

第
二
号
に
規
定
す
る
そ
の
他
の
公
衆
浴
場
に
つ
い
て
は
適
用
し
な
い
。

附

則

１

こ
の
告
示
は
、
公
示
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

公
衆
浴
場
入
浴
料
金
の
指
定
に
関
す
る
告
示
（
平
成
十
九
年
大
分
県
告
示
第
三
十
二
号
）
は
、
廃
止
す

る
。

大
分
県
報
（
公
安
委
規
則
・
病
院
局
管
理
規
程
・
告
示
）

令
和
四
年
十
二
月
二
十
七
日

二
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大
分
県
告
示
第
五
百
十
四
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
農
林
水

産
大
臣
か
ら
保
安
林
に
指
定
す
る
予
定
で
あ
る
旨
通
知
が
あ
っ
た
。

令
和
四
年
十
二
月
二
十
七
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

一

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

佐
伯
市
蒲
江
大
字
丸
市
尾
浦
字
浦
ノ
迫
一
五
四
六
番
五
九
・
一
五
四
六
番
一
六
五
（
以
上
二
筆
に
つ
い

て
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）
、
一
四
八
二
番
二
、
一
五
〇
五
番
か
ら
一
五
〇
七
番
ま
で
、
一
五
三

六
番
、
一
五
四
一
番
、
一
五
四
三
番
、
一
五
四
四
番
、
一
五
四
六
番
二
か
ら
一
五
四
六
番
七
ま
で
、
一
五

四
六
番
一
〇
か
ら
一
五
四
六
番
二
八
ま
で
、
一
五
四
六
番
三
〇
、
一
五
四
六
番
三
二
か
ら
一
五
四
六
番
三

四
ま
で
、
一
五
四
六
番
三
七
、
一
五
四
六
番
三
九
か
ら
一
五
四
六
番
四
八
ま
で
、
一
五
四
六
番
五
〇
か
ら

一
五
四
六
番
五
三
ま
で
、
一
五
四
六
番
五
五
か
ら
一
五
四
六
番
五
八
ま
で
、
一
五
四
六
番
六
〇
か
ら
一
五

四
六
番
六
三
ま
で
、
一
五
四
六
番
六
五
、
一
五
四
六
番
六
七
か
ら
一
五
四
六
番
九
七
ま
で
、
一
五
四
六
番

九
九
、
一
五
四
六
番
一
〇
〇
、
一
五
四
六
番
一
〇
二
か
ら
一
五
四
六
番
一
〇
七
ま
で
、
一
五
四
六
番
一
〇

九
か
ら
一
五
四
六
番
一
一
五
ま
で
、
一
五
四
六
番
一
一
七
か
ら
一
五
四
六
番
一
二
三
ま
で
、
一
五
四
六
番

一
二
五
、
一
五
四
六
番
一
二
七
か
ら
一
五
四
六
番
一
二
九
ま
で
、
一
五
四
六
番
一
三
一
か
ら
一
五
四
六
番

一
三
四
ま
で
、
一
五
四
六
番
一
三
六
か
ら
一
五
四
六
番
一
四
三
ま
で
、
一
五
四
六
番
一
四
六
、
一
五
四
六

番
一
五
二
、
一
五
四
六
番
一
五
九
、
一
五
四
六
番
一
六
六

二

指
定
の
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

指
定
施
業
要
件

１

立
木
の
伐
採
の
方
法

㈠

次
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
は
択
伐
に
よ
る
。

字
浦
ノ
迫
一
五
〇
六
番
・
一
五
〇
七
番
・
一
五
三
六
番
・
一
五
四
一
番
・
一
五
四
三
番
・
一
五
四

四
番
・
一
五
四
六
番
二
・
一
五
四
六
番
四
・
一
五
四
六
番
一
〇
か
ら
一
五
四
六
番
一
二
ま
で
・
一
五

四
六
番
二
〇
・
一
五
四
六
番
二
一
・
一
五
四
六
番
五
九
・
一
五
四
六
番
六
〇
・
一
五
四
六
番
一
〇

七
・
一
五
四
六
番
一
〇
九
か
ら
一
五
四
六
番
一
一
一
ま
で
・
一
五
四
六
番
一
一
四
・
一
五
四
六
番
一

一
九
・
一
五
四
六
番
一
二
一
・
一
五
四
六
番
一
二
二
・
一
五
四
六
番
一
二
五
・
一
五
四
六
番
一
二

八
・
一
五
四
六
番
一
三
四
・
一
五
四
六
番
一
三
六
・
一
五
四
六
番
一
三
八
か
ら
一
五
四
六
番
一
四
〇

ま
で
・
一
五
四
六
番
一
六
五
・
一
五
四
六
番
一
六
六
（
以
上
三
十
二
筆
に
つ
い
て
、
次
の
図
に
示
す

部
分
に
限
る
。
）
、
一
四
八
二
番
二
、
一
五
四
六
番
一
三
七

㈡

そ
の
他
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
に
係
る
伐
採
種
を
定
め
な
い
。

㈢

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町

村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

㈣

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

２

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
大
分
県
農
林
水
産

部
森
林
保
全
課
及
び
大
分
県
南
部
振
興
局
並
び
に
佐
伯
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

大
分
県
告
示
第
五
百
十
五
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
農
林
水

産
大
臣
か
ら
保
安
林
に
指
定
す
る
予
定
で
あ
る
旨
通
知
が
あ
っ
た
。

令
和
四
年
十
二
月
二
十
七
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

一

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

由
布
市
庄
内
町
阿
蘇
野
字
平
連
二
九
五
五
番
一
か
ら
二
九
五
五
番
三
ま
で
・
二
九
五
九
番
一
・
二
九
五

九
番
二
・
二
九
五
九
番
一
一
・
二
九
五
九
番
一
三
・
二
九
五
九
番
一
四
・
二
九
六
二
番
一
（
以
上
九
筆
に

つ
い
て
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）
、
二
九
五
四
番
一
、
二
九
五
六
番
一
か
ら
二
九
五
六
番
三
ま

で
、
二
九
五
八
番
、
二
九
五
九
番
七
、
二
九
五
九
番
八
、
二
九
五
九
番
一
二
、
二
九
五
九
番
一
五
、
二
九

六
二
番
二
、
二
九
六
二
番
三

二

指
定
の
目
的

か
ん

水
源
の
涵
養

三

指
定
施
業
要
件

１

立
木
の
伐
採
の
方
法

㈠

主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。

㈡

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町

村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

㈢

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

２

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
大
分
県
農
林
水
産

部
森
林
保
全
課
及
び
大
分
県
中
部
振
興
局
並
び
に
由
布
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

大
分
県
報
（
告
示
）

令
和
四
年
十
二
月
二
十
七
日

三



�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

知
事
管
理
区
分

知
事
管
理
漁
獲
可
能
量

大
分
県
ま
あ
じ
中
型
・
小
型
ま
き
網
漁
業
区
分

二
、
〇
八
〇
ト
ン

大
分
県
そ
の
他
の
ま
あ
じ
漁
業
区
分

現
行
水
準

知
事
管
理
区
分

知
事
管
理
漁
獲
可
能
量

大
分
県
ま
い
わ
し
漁
業
区
分

現
行
水
準

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

道
路
の
種
類

及
び
路
線
名

区

間

区
域
変
更

前
後
別

敷
地
の
幅
員

延

長

県
道
赤
根
富

来
浦
線

国
東
市
国
東
町
成
仏
字
赤
根
川
二
九
三
五

番
一
地
先
か
ら

国
東
市
国
東
町
成
仏
字
赤
根
川
二
九
三
七

番
八
ま
で

前

メ
ー
ト
ル

二
三
・
五

〜

八
・
〇

メ
ー
ト
ル

一
三
四
・
〇

後

二
六
・
〇

〜
一
三
・
〇

一
三
四
・
〇

○
公

告

大
分
県
告
示
第
五
百
十
六
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
農
林
水

産
大
臣
か
ら
保
安
林
に
指
定
す
る
予
定
で
あ
る
旨
通
知
が
あ
っ
た
。

令
和
四
年
十
二
月
二
十
七
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

一

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

由
布
市
挾
間
町
来
鉢
字
ク
ヌ
ギ
山
六
六
八
番

二

指
定
の
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

指
定
施
業
要
件

１

立
木
の
伐
採
の
方
法

㈠

主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。

㈡

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町

村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

㈢

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

２

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
大
分
県
農
林
水
産
部
森
林
保
全
課
及
び
大
分
県

中
部
振
興
局
並
び
に
由
布
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

大
分
県
告
示
第
五
百
十
七
号

漁
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
、
ま
あ
じ
及
び
ま
い
わ
し
太
平
洋
系
群
に
関
す
る
令
和
五
管
理
年
度
に
お
け
る
同
項
に
規
定
す
る
知

事
管
理
漁
獲
可
能
量
を
次
の
よ
う
に
定
め
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
表
す
る
。

令
和
四
年
十
二
月
二
十
七
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

ま
あ
じ
及
び
ま
い
わ
し
太
平
洋
系
群
に
関
す
る
令
和
五
管
理
年
度
（
令
和
五
年
一
月
一
日
か
ら
同
年
十
二

月
三
十
一
日
ま
で
の
期
間
を
い
う
。
）
に
お
け
る
法
第
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
知
事
管
理
漁
獲
可
能
量

は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

第
一

ま
あ
じ

法
第
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
知
事
管
理
漁
獲
可
能
量
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
知
事
管
理

区
分
ご
と
に
、
同
表
下
欄
に
掲
げ
る
数
量
と
す
る
。

備
考

本
県
に
定
め
ら
れ
た
都
道
府
県
別
漁
獲
可
能
量

二
千
九
百
ト
ン

第
二

ま
い
わ
し
太
平
洋
系
群

法
第
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
知
事
管
理
漁
獲
可
能
量
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
知
事
管
理

区
分
ご
と
に
、
同
表
下
欄
に
掲
げ
る
数
量
と
す
る
。

備
考

本
県
に
定
め
ら
れ
た
都
道
府
県
別
漁
獲
可
能
量

現
行
水
準

大
分
県
告
示
第
五
百
十
八
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
道
路
の

区
域
を
変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
四
年
十
二
月
二
十
七
日
か
ら
二
週
間
大
分
県
土
木
建
築
部
道
路
保
全
課
に
備
え

置
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
四
年
十
二
月
二
十
七
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

大
分
県
報
（
告
示
・
公
告
）

令
和
四
年
十
二
月
二
十
七
日

四



次
の
と
お
り
落
札
者
等
に
つ
い
て
公
示
す
る
。

令
和
四
年
十
二
月
二
十
七
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

一

落
札
に
係
る
役
務
の
名
称

複
写
サ
ー
ビ
ス
等
の
提
供
業
務

二

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

大
分
県
総
務
部
電
子
自
治
体
推
進
室

大
分
市
大
手
町
三
丁
目
一
番
一
号

三

落
札
者
を
決
定
し
た
日

令
和
四
年
十
一
月
二
十
五
日

四

落
札
者
の
氏
名
及
び
住
所

１

複
写
第
一
号

キ
ヤ
ノ
ン
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
ジ
ャ
パ
ン
株
式
会
社
福
岡
支
店

支
店
長

時

枝

直

章

福
岡
県
福
岡
市
博
多
区
綱
場
町
四
番
一
号

２

複
写
第
二
号

キ
ヤ
ノ
ン
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
ジ
ャ
パ
ン
株
式
会
社
福
岡
支
店

支
店
長

時

枝

直

章

福
岡
県
福
岡
市
博
多
区
綱
場
町
四
番
一
号

３

複
写
第
三
号

キ
ヤ
ノ
ン
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
ジ
ャ
パ
ン
株
式
会
社
福
岡
支
店

支
店
長

時

枝

直

章

福
岡
県
福
岡
市
博
多
区
綱
場
町
四
番
一
号

４

複
写
第
四
号

キ
ヤ
ノ
ン
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
ジ
ャ
パ
ン
株
式
会
社
福
岡
支
店

支
店
長

時

枝

直

章

福
岡
県
福
岡
市
博
多
区
綱
場
町
四
番
一
号

５

複
写
第
五
号

富
士
フ
イ
ル
ム
ビ
ジ
ネ
ス
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
ジ
ャ
パ
ン
株
式
会
社
大
分
営
業
所

所
長

稲

田

智

己
大
分
市
都
町
一
丁
目
一
番
二
十
三
号

６

複
写
第
六
号

キ
ヤ
ノ
ン
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
ジ
ャ
パ
ン
株
式
会
社
福
岡
支
店

支
店
長

時

枝

直

章

福
岡
県
福
岡
市
博
多
区
綱
場
町
四
番
一
号

７

複
写
第
七
号

富
士
フ
イ
ル
ム
ビ
ジ
ネ
ス
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
ジ
ャ
パ
ン
株
式
会
社
大
分
営
業
所

所
長

稲

田

智

己
大
分
市
都
町
一
丁
目
一
番
二
十
三
号

８

カ
ラ
ー
複
写
第
一
号

キ
ヤ
ノ
ン
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
ジ
ャ
パ
ン
株
式
会
社
福
岡
支
店

支
店
長

時

枝

直

章

福
岡
県
福
岡
市
博
多
区
綱
場
町
四
番
一
号

９

カ
ラ
ー
複
写
第
二
号

株
式
会
社
古
城

代
表
取
締
役

古

城

一

大
分
市
金
池
町
五
丁
目
二
番
二
号

１０

カ
ラ
ー
複
写
第
三
号

株
式
会
社
古
城

代
表
取
締
役

古

城

一

大
分
市
金
池
町
五
丁
目
二
番
二
号

五

落
札
金
額

１

複
写
第
一
号

モ
ノ
ク
ロ

一
円
三
十
九
銭
（
一
枚
単
価
。
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
相
当
額
を
含
む
。
以
下
同

じ
。
）

２

複
写
第
二
号

モ
ノ
ク
ロ

一
円
十
銭

３

複
写
第
三
号

モ
ノ
ク
ロ

一
円
七
十
九
銭

４

複
写
第
四
号

モ
ノ
ク
ロ

一
円
五
十
七
銭

５

複
写
第
五
号

モ
ノ
ク
ロ

一
円
七
十
三
銭

６

複
写
第
六
号

モ
ノ
ク
ロ

一
円
二
十
九
銭

７

複
写
第
七
号

モ
ノ
ク
ロ

一
円
八
十
九
銭

８

カ
ラ
ー
複
写
第
一
号

モ
ノ
ク
ロ

三
十
九
銭

カ
ラ
ー

四
円
七
銭

９

カ
ラ
ー
複
写
第
二
号

モ
ノ
ク
ロ

九
十
七
銭

令
和
四
年
十
二
月
二
十
七
日

大
分
県
報
（
公
告
）

五



カ
ラ
ー

四
円
九
十
二
銭

１０

カ
ラ
ー
複
写
第
三
号

モ
ノ
ク
ロ

七
十
七
銭

カ
ラ
ー

四
円
九
十
二
銭

六

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

一
般
競
争
入
札

七

一
般
競
争
入
札
の
公
告
を
し
た
日

令
和
四
年
十
月
十
四
日

令
和
四
年
十
二
月
二
十
七
日

大
分
県
報
（
公
告
）

六


